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問い合わせ　子育て支援課　☎73－3016

▲

問い合わせ　
　子育て支援課　☎73－3016

▲

問い合わせ　福祉課　☎73－3015

▲

問い合わせ　福祉課　☎73－3015

　

9
月
15
日
現
在
、
数
え
年
で
88
歳
の

米
寿
の
人
と
１
０
０
歳
以
上
の
人
に
、

敬
老
の
意
を
表
し
、
敬
老
祝
金
を
お
渡

し
し
ま
す
。

該
当
者

●
昭
和
４
年
１
月
１
日
〜

　

12
月
31
日
に
生
ま
れ
た
人

●
大
正
6
年
12
月
31
日

　

以
前
に
生
ま
れ
た
人

祝
金
の
額

　

１
万
円

お
届
け
方
法

　

88
歳
の
人
は
民
生
委
員
・

児
童
委
員
が
お
届
け
し
ま
す
。

　

１
０
０
歳
以
上
の
人
は
市
長
が
訪
問

す
る
と
き
に
お
渡
し
す
る
か
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
が
お
届
け
し
ま
す
。

お
届
け
す
る
時
期

　

９
月
中
旬
〜
10
月
中
旬

　

市
内
在
住
の
80
歳
以
上
の
人
に
、
タ

ク
シ
ー
運
賃
の
助
成
券
を
交
付
し
て
い

ま
す
。
今
年
度
の
タ
ク
シ
ー
券
の
利
用

期
限
は
平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
人
で
受
け

取
り
を
希
望
す
る
人
は
、
３
月
末
に
送

付
し
た
申
請
書
を
ご
確
認
の
う
え
、
住

所
地
の
支
所
（
高
瀬
町
の
人
は
福
祉

課
）
で
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　

平
成
28
年
４
月
１
日
以
降

に
生
ま
れ
た
、
１
歳
の
誕
生
日

の
前
日
ま
で
の
乳
児

　

対
象
者
に
は
９
月
下
旬
ご
ろ
、
市
か

ら
予
防
接
種
の
予
診
票
を
送
付
し
ま
す
。

※
Ｈ
Ｂ
ｓ
抗
原
陽
性
の
母
親
か
ら
生
ま

れ
、
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ
ン
の
投
与
を

受
け
た
乳
児
は
対
象
か
ら
除
き
ま
す

※
平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
、

10
月
１
日
以
前
に
Ｂ
型
肝
炎
ワ
ク
チ

ン
を
接
種
し
た
乳
児
は
、
接
種
履
歴

を
確
認
し
、
必
要
な
回
数
分
の
予
診

票
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。
母
子
健

康
手
帳
を
ご
用
意
の
う
え
、
Ｂ
型
肝

炎
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
回
数
と
接
種
日

を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

　

児
童
手
当
を
受
け
ら
れ
る
対
象
者

へ
６
月
に
「
現
況
届
」
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
こ
の
届
け
出
を
し
な
い
と
、

今
ま
で
受
給
資
格
の
あ
っ
た
人
も
引

き
続
き
児
童
手
当

を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま

す
。

　

提
出
が
ま
だ
の

人
は
、
早
急
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！ 

滞
納
！

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
納
め
た
税
金
は
、
福
祉
、

教
育
、
環
境
、
防
災
な
ど
の
身
近
な
行
政
サ

ー
ビ
ス
や
事
業
を
実
施
す
る
う
え
で
大
切
な

財
源
で
す
。
税
金
の
滞
納
は
財
政
を
圧
迫
し
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
き
た
す
だ
け
で
な

く
、
納
期
限
内
に
税
金
を
納
め
て
い
る
多
く

の
市
民
の
皆
さ
ん
と
の
公
平
性
を
欠
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

９
月
か
ら
12
月
は

『
滞
納
整
理
強
化
期
間
』

　

財
源
を
確
保
し
、
納
税
モ
ラ
ル
の
向
上
を

図
る
た
め
、
市
で
は
、
県
、
広
域
事
務
組
合

と
連
携
し
、
9
月
か
ら
12
月
を
県
内
一
斉
の

「
滞
納
整
理
強
化
期
間
」
と
定
め
、
滞
納
と

な
っ
て
い
る
税
金
に
つ
い
て
、
財
産
の
差
し

押
さ
え
を
中
心
と
し
た
滞
納
整
理
に
集
中

的
・
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付

さ
れ
な
か
っ
た
人
に
は
、

督
促
状
や
催
告
書
を
送

付
し
自
主
納
付
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
が
、
未

だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い

滞
納
者
に
対
し
て
は
、

預
貯
金
や
不
動
産
の
保

有
状
況
の
調
査
、
勤
務

先
や
取
引
先
へ
の
支
払

勤
め
先
を
退
職
し
た
ら
国
民
年
金
の

手
続
き
を

　

日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
人
は
、
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合

な
ど
の
被
用
者
年
金
に
加
入
し
て
い
る
人
を

除
き
、
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

会
社
を
退
職
し
た
場
合
は
、
国
民
年
金
第

１
号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
扶
養

し
て
い
る
配
偶
者
が
い
る
場
合
は
、
配
偶
者

も
国
民
年
金
の
加
入
種
別
が
第
３
号
被
保
険

者
か
ら
第
１
号
被
保
険
者
に
変
わ
り
ま
す
。

　

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
場
合
は
届
け
出

が
必
要
で
す
。
年
金
手
帳
、
認
印
、
退
職
し

た
日
が
わ
か
る
証
明
書
を
も
っ
て
、
市
民
課
、

各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

納
付
猶
予
制
度
を
50
歳
未
満
へ
拡
大

　

７
月
１
日
か
ら
、
30
歳
未
満
を
対
象
と
し

た
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
の
対
象
年
齢
が
拡

大
さ
れ
、
50
歳
未
満
を
対
象
と
し
た
納
付
猶

予
制
度
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
６
月
以
前
の
期
間
は
、
引
き
続

き
30
歳
未
満
で
あ
っ
た
期
間
が
納
付
猶
予
制

度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
は
、
納
付
猶
予
制
度
の
他

に
も
、
免
除
制
度
な
ど
も
あ
り
ま
す
の
で
、

市
民
課
、
各
支
所
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
な

い
人
に
対
し
て
は
、
日
本
年
金
機
構
が
電
話
、

書
面
、
面
談
に
よ
り
納
付
の
案
内
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　

未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
強
制
徴
収
の

手
続
き
に
よ
っ
て
督
促
が
行
わ
れ
、
指
定
さ

れ
た
期
限
ま
で
に
納
付
が
無
い
場
合
は
、
延

滞
金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
納
付
義
務

の
あ
る
人
（
被
保
険
者
本
人
、
連
帯
し
て
納

付
義
務
を
負
う
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
）
の

財
産
が
差
し
押
さ
え
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

状
況
の
調
査
な
ど
、
徹
底
し
た
財
産
調
査
を

行
っ
た
う
え
で
、
預
貯
金
や
給
与
な
ど
を
差

し
押
さ
え
て
取
り
立
て
ま
す
。

　

税
金
の
納
め
忘
れ
が
な
い
か
、
も
う
一
度

ご
確
認
い
た
だ
き
、
も
し
あ
れ
ば
早
急
に
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
が
困
難
な
と
き
は

　

す
ぐ
に
納
付
で
き
な
い
特
別
な
事
情
が
あ

る
人
は
、
必
ず
税
務
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

滞
納
整
理
の
流
れ

納
付
が
困
難
な
と
き
は

滞
納
整
理
の
流
れ

該
当
者

祝
金
の
額

お
届
け
方
法

お
届
け
す
る
時
期

対
象
者

敬老祝金をお渡しします乳児のＢ型肝炎予防接種が定期接種になります 福祉タクシー券お知らせお知らせ お知らせ お知らせ

▲

問い合わせ　税務課　☎73－3006
逃げ得は許さない！税金の滞納には “差し押さえ”くらし▲

問い合わせ　　　　　　市民課　☎73－3005　　　 
善通寺年金事務所　☎0877－62－1662

国民年金のお知らせ
くらし

受け取っていますか

児童手当『現況届』
提出はお済みですか 10月１日から

納
税
通
知
書
送
付

督
促
状
・
催
告
書
の
送
付

財
産
調
査

滞
納
処
分
（
差
し
押
さ
え
）

取
り
立
て
・
税
金
に
充
当

納
期
限
を
過
ぎ
る
と

納
付
が
な
い
と

完
納
に
な
ら
な
い
と 本人の承諾を

必要としませ
ん

勤務先への給与照会や、給与などの差し押さえを
積極的に行います。

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

無
料
年
金
相
談

●
日
時
・
場
所

　

9
月
14
日
（
水
）
三
豊
市
役
所
西
館

　

午
前
10
時
〜
午
後
3
時

●
持
っ
て
い
く
も
の

　
　

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ
か
、

相
談
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

も
の
。
代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
お
よ

び
代
理
人
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
も
の
が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

　

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー
高
松
（
オ
フ

　

ィ
ス
）
☎
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・
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・
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0
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0


